
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

経済部　農林水産課

青年等就農計画の変更の認定

農業経営基盤強化促進法

第１４条の５第１項

（電話　６２１－５２４７）

（１）計画が達成できる見込みが確実であること
（２）計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である
　　こと
（３）主たる従事者の年間所得が３００万円以上
（４）簿記記帳を行うこと
（５）年間労働時間　おおむね２，０００時間以内

設定等年月日 　平成３０年　３月１２日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）

標準処理期間 　総日数　　約１か月（休日を除く）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 　平成３０年　３月１２日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）

　農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
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